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令和元年度 財政援助団体等監査（２）監査結果措置状況 

≪(公財)神戸市スポーツ協会・アシックスジャパン(株)共同企画 

（市立中央体育館指定管理者）≫ 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

(1) 指摘事項 

①指定管理業務にかかる銀行口座名義を

共同事業体の名称を冠した口座とするべ

きもの 

  指定管理業務で使用している銀行口座

の名義を確認したところ，使用料金収納

口座は代表団体である（公財）神戸市ス

ポーツ協会名義で施設ごとに作成，指定

管理料収納口座は（公財）神戸市スポー

ツ協会名義で北須磨文化センター以外の

施設で１口座作成していた。 

本市の指定管理者制度における共同事

業体については，制度全般に関する基準

が整備されていないが，庁内の施設所管

課向けのマニュアルである「公の施設の

指定管理者制度運用マニュアル」では，

「11.6 資金管理専用口座の開設」で，

「使用料収入や使用料返還事務に係る資

金及び修繕費については，ペイオフ対策

等のため，必ず指定管理者に専用口座（預

金保険法第 51条の 2第 1項に規定する決

済用預金）を開設させて管理させてくだ

さい。」とされている。また，「公の施設

の指定管理者制度運用マニュアル【様式

集】」では，共同事業体協定書のひな型の

中で，「当事業体の取引金融機関は，○○

銀行○○支店とし，共同事業体の名称を

冠した代表者の名義により設けられた別

口預金口座によって取引するものとす

る。」とされている。なお，この様式集の

目次には，「この様式集はあくまで一例で

す。施設の特性等に応じて，適宜必要な

修正を加えてください。」と記されてい

る。 

以上のことから，共同事業体の名称を

冠した銀行口座名義とすることは，マニ

ュアル上義務付けられていないが，共同

事業体の名称を冠しない会社名義の口座

の場合，その名義の会社が破産したとき

 

 

 

 

指定管理者に対し，共同事業体名での

口座を作成するよう申し伝えるととも

に，指定管理協定を変更する。 

現在，指定管理者においては，共同事

業体の名称を冠した口座の開設手続きを

進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置方針 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

に，口座内の金員の帰属にリスクが生じ

る。 

共同事業体固有の財産と峻別するた

め，本市所管局は，共同事業体の名称を

冠した口座を施設ごとに設けるよう，指

定管理協定や仕様書で示し，遵守させる

べきである。 

(2) 意見 

①備品の管理について 

 指定管理者の代表団体である（公財）

神戸市スポーツ協会の情報セキュリティ

ポリシーにおいては，「情報セキュリティ

責任者及び情報管理者は，機器を廃棄，

リース返却等をする場合，機器内部の記

憶装置から，すべてのデータを消去の上，

復元不可能な状態にする措置を施さなけ

ればならない。」とされている。 

しかし，体育館には，（公財）神戸市ス

ポーツ協会の事業であった学校給食事業

から数年前に委譲されたが，備品台帳に

登録されていないノートパソコンが保管

されてあった。このノートパソコンにつ

いては，現在使用されておらず，過去に

とった写真が保存されているとのことで

ある。 

今後パソコンを使用しない場合，デー

タを復元不可能な状態にして廃棄する必

要があるが，管理水準をあげ，データを

復元することができないことをより担保

するため，業者からデータ消去証明書を

とるなどして速やかにデータ及びパソコ

ンを廃棄することを検討されたい。 

 

（発見されたＰＣ） 

・FUJITSU FMV BIBLO (学校給食用と

いう付箋が貼付されていた)  

 

 

平成 27 年度にパソコンが移管された

際に，備品台帳への登録が漏れていたこ

とが原因であった。 

令和元年 10月 3日付で備品台帳への登

録を済ませ，令和 2年 2月 18日に，業者

からデータ消去証明書をとったうえで，

当該パソコンを廃棄した。 

 

 

措置済 

 


